
  児児童童・・生生徒徒ののふふれれああいいボボラランンテティィアア活活動動事事業業  

 

《児童・生徒のふれあいボランティア活動事業とは》 

この事業は、ボランティア活動をしている人やこれからボランティアを始める人にボラン

ティアカードを配布し、活動の実績に応じてポイントの発行（カードへの押印）をするとい

うものです。 

 次代を担う子どもたちの、ボランティア活動を始める「きっかけづくり」や活動を継続さ

せるための「定着」と「励み」としてこの制度を利用していただくことにより、ボランティ

ア活動の更なる促進と社会福祉への理解や関心を高め“福祉の心”を育むとともに、心豊か

な地域社会づくりにつなげることを目的としています。 

 

《対象となる方》 

姶良市内の小学生、 中学生、 高校生 

 

《対象となる活動》 

学校外における地域社会や個人・団体の福祉の増進に 

つながるボランティア活動 

 

例えば… 

 

 

 

 

 

 

 

《「私のふれあいボランティア活動カード」の利用方法》 

（１）全体の流れ 

 

 

 

 

 

（２）ボランティアカードの配布、スタンプの押印（窓口） 

○姶良市社会福祉協議会本所・支所  ○学校 など 

【ポイントの換算方法】 

・窓口で活動内容を確認したうえで、活動１回につき 

１ポイントとしてスタンプを押します。 

・原則として１日１ポイントとします。 

 

（３）10ポイントがたまったらカードを社会福祉協議会へ 

   お持ちください。ボランティア活動認定証を交付します。 

施設等訪問、地域交流、地域内清掃（河川清掃・海岸

清掃）、収集・募金、献血、自然・環境、緑化活動、文

化継承、郷土芸能伝承、行事参加、災害ボランティア

活動、社協のボランティア講座など 

ポイントカード

をもらう 

ボランティア 

活動をする 

スタンプを 

押してもらう 

１０ポイントで

認定証を発行 

ポイントカード 

※学校管理下の活動や発表の練習などは除きます。 


